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(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ません。 

2. 営業収入には、消費税等は含まれていません。 

3. 金額の表示は、表示単位未満の端数を四捨五入して記載しています。また、第一部 第１、第２、第３およ

び第５の四半期連結財務諸表およびその他の事項の金額の表示についても、表示単位未満の端数を四捨五入

して記載しています。 

4. 希薄化後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、米国財務会計基準審議会基準書第128号「１株当

たり利益」に基づく希薄化後１株当たり利益(潜在株式による影響を調整後の１株当たり四半期(当期)純利

益)を記載しています。 

5. １株当たり純資産額、基本的１株当たり四半期(当期)純利益金額および希薄化後１株当たり四半期(当期)純

利益金額の各数値は、発行済株式総数から自己株式を控除して計算しています。 

  
  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第63期

当第１四半期連結累計(会計)期間
第62期

会計期間
自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日

自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日

営業収入 (百万円) 160,966 774,477

税引前四半期(当期)利益(△損失) (百万円) △5,676 3,434

四半期(当期)純損失 (百万円) △7,744 △17,992

純資産額 (百万円) 251,068 247,395

総資産額 (百万円) 613,220 576,116

１株当たり純資産額 (円) 1,224.62 1,206.71

基本的１株当たり 
四半期(当期)純損失金額

(円) △37.77 △98.23

希薄化後１株当たり 
四半期(当期)純損失金額

(円) △37.77 △98.23

自己資本比率 (％) 40.9 42.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △28,460 22,032

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △8,297 △72,373

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 30,624 35,932

現金および現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) 79,384 81,180

従業員数 (人) 42,312 42,775
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当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

 
  

 
(注) 従業員数は就業人員です。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成20年６月30日現在)

従業員数(人) 42,312

(2) 提出会社の状況

(平成20年６月30日現在)

従業員数(人) 5,366
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当第１四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの生産実績は、次のとおりです。 

  

 
(注) 金額は消費税等抜きの販売価額です。 

  

当社グループは、原則として需要予測による製品の見込生産を行っています。 

  

当第１四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの販売実績は、次のとおりです。 

  

 
(注) 金額は消費税等抜きの販売価額です。 

  

  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注および販売の状況】

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

カーエレクトロニクス事業 95,390

ホームエレクトロニクス事業 66,497

その他事業 16,038

合計 177,925

(2) 受注状況

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

カーエレクトロニクス事業 88,095

ホームエレクトロニクス事業 57,343

その他事業 15,469

合計 160,907
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（1）当社は、当第１四半期連結会計期間において次の契約を締結しました。 

 
  

（2）次の契約は、平成20年７月31日をもって契約期間満了となりました。 

 
  

  

２ 【経営上の重要な契約等】

契約会社名 相手方の名称 国名 契約内容 契約年月

パイオニア株式会社 
（当社）

松下電器産業株式会社 日本
プラズマディスプレイに関する
包括提携

平成20年６月

契約会社名 相手方の名称 国名 契約内容 契約期間

パイオニア株式会社 
（当社）

富士通株式会社 日本
プラズマディスプレイパネルに
関する製造技術の特許権実施の
許諾

平成15年８月１日から
平成20年７月31日まで
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当第１四半期連結会計期間の営業収入は160,966百万円となり、7,744百万円の四半期純損失を計上し

ました。 

  

カーエレクトロニクス事業の営業収入は、88,095百万円となりました。前年同四半期に比べ、カーナ

ビゲーションシステムについては、ＯＥＭは微増となりましたが、市販市場向けが国内で増加した一方

で海外で減少したことにより、カーナビゲーションシステム全体の売上は減収となりました。カーオー

ディオについては、ＯＥＭは主に中国で増加しましたが、市販市場向けが海外で減少したことにより、

カーオーディオ全体の売上は減収となりました。なお、当第１四半期連結会計期間のカーエレクトロニ

クス全体に占めるＯＥＭの売上構成比は、約41％となりました。国内外別内訳では、国内は34,892百万

円、海外は53,203百万円となりました。 

  

ホームエレクトロニクス事業の営業収入は、57,343百万円となりました。前年同四半期に比べ、海外

における販売台数の減少によってプラズマディスプレイの売上が減少したことに加えて、ＤＶＤドライ

ブやＤＶＤレコーダーの売上も減少しました。なお、ホームエレクトロニクス全体に占めるディスプレ

イの売上構成比は、約33％となりました。国内外別の内訳は、国内は6,628百万円、海外は50,715百万

円となりました。 

  

その他事業の営業収入は、前年同四半期に比べ、有機ＥＬの売上が減少したことにより、15,528百万

円となりました。国内外別の内訳は、国内は10,369百万円、海外は5,159百万円となりました。 

  

損益については、営業収入の減少と原価率の悪化により、7,744百万円の四半期純損失となりまし

た。 

  

また、所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

国内事業については、ＯＥＭカーナビゲーションの売上が増加しましたが、ＤＶＤドライブやＤＶＤ

レコーダーの売上減少により営業収入は135,240百万円となりました。海外事業においては、北米では

主にカーナビゲーション、市販市場向けカーオーディオの売上が減少したことにより、営業収入は

31,855百万円となりました。欧州では、プラズマディスプレイや市販市場向けカーオーディオ、カーナ

ビゲーションの売上が減少したことにより、営業収入は28,813百万円となりました。その他の地域で

は、市販市場向けカーエレクトロニクスの売上が減少した一方、ＯＥＭカーエレクトロニクスの売上は

増加したため86,338百万円となりました。なお、所在地別セグメントの営業収入は、当社グループ内取

引において生じた営業収入(総額121,280百万円)を含んでいます。 

  

  

３ 【財政状態および経営成績の分析】

(1) 業績の状況
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（財政状態） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末に比べ37,104百万円増加し、

613,220百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金や棚卸資産などの流動資産が増加した

ことによるものです。受取手形及び売掛金は、売掛金の流動化の金額が当第１四半期連結会計期間に減

少したことなどにより、14,257百万円増加し、107,325百万円となりました。また、棚卸資産は、プラ

ズマディスプレイの新製品や市販市場向けカーエレクトロニクス製品の在庫を積み増ししたことなどに

より、18,795百万円増加し、122,963百万円となりました。 

 負債については、前連結会計年度末に比べ33,338百万円増加し、360,697百万円となりました。これ

は、主に短期借入金や買掛金などの流動負債が増加したことによるものです。短期借入金は33,188百万

円増加し、48,000百万円となりました。また、買掛金は、主にプラズマディスプレイやカーナビゲーシ

ョンシステムの材料仕入の増加により、15,654百万円増加し、101,849百万円となりました。 

 資本については、前連結会計年度末に比べ3,673百万円増加し、251,068百万円となりました。これ

は、利益剰余金が7,744百万円減少した一方、累積外貨換算調整勘定の良化などにより、その他の包括

損失累計額が11,417百万円減少したことによるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動では、28,460百万円のキャッ

シュを使用しました。これは、買掛金の増加13,386百万円、減価償却費及び償却費6,930百万円などの

キャッシュ増加要因がありましたが、棚卸資産の増加14,123百万円、受取手形及び売掛金の増加10,618

百万円、未払費用の減少10,064百万円、四半期純損失7,744百万円などの減少要因があったことによる

ものです。投資活動では、カーエレクトロニクス事業における設備投資などに、8,297百万円のキャッ

シュを使用しました。財務活動では、短期借入金の増加などにより、30,624百万円のキャッシュを得ま

した。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ

1,796百万円減少し、79,384百万円となりました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新た

に生じた課題はありません。 

  

  

当第１四半期連結会計期間のグループ全体の研究開発活動の金額は、13,794百万円です。当第１四半

期連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

(2) 財政状態およびキャッシュ・フローの状況

(3) 事業上および財政上の対処すべき課題

(4) 研究開発活動
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当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の

計画はありません。 

  

第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

２ 【設備の新設、除却等の計画】
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(注) 提出日現在発行数には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれていません。 

  

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在

発行数(株) 
(平成20年６月30日現在)

提出日現在発行数(株)
(平成20年８月11日現在)

上場金融商品取引所名又は 
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 210,063,836 210,063,836
東京証券取引所 
(市場第一部)

―

計 210,063,836 210,063,836 ― ―
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1. 旧商法に基づき発行している新株予約権は、次のとおりです。 

平成15年６月27日第57回定時株主総会決議 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】

第１四半期会計期間末現在 
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 3,126

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 312,600

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,951

新株予約権の行使期間 平成17年７月１日から平成20年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 2,951

資本組入額 1,476

新株予約権の行使の条件

1. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
2. 新株予約権者は、権利行使の時点においても当社ま
たは当社の子会社のいずれかに在籍することを要す
る。ただし、任期満了による退任、当社または当社
の子会社の就業規則に規定する定年退職、会社都合
による退職、その他当社が特別に新株予約権を行使
することを認めた場合はこの限りでない。

3. 新株予約権者は次の各号のいずれかに該当した場
合、新株予約権を行使することができないものとす
る。

(イ)新株予約権者が、当社または当社の子会社の就業
規則により懲戒解雇または諭旨解雇の処分を受け
た場合

(ロ)新株予約権者が、当社または当社の関係会社と競
業関係にある会社の役員、従業員またはコンサル
タントに就き、かつ、当社の取締役会において、
当該新株予約権者に割り当てた新株予約権の行使
を認めない旨が決議された場合

(ハ)その他、新株予約権者に当社または当社の関係会
社に対する背信行為があったものと認められる場
合

(ニ)新株予約権者が、当社との間で締結する新株予約
権割当契約の規定に違反した場合

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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平成16年６月29日第58回定時株主総会決議 

  

 
  

第１四半期会計期間末現在 
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 3,159

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 315,900

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,944

新株予約権の行使期間 平成18年７月３日から平成21年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 2,944

資本組入額 1,472

新株予約権の行使の条件

1. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
2. 新株予約権者は、権利行使の時点においても当社ま
たは当社子会社に在籍することを要する。ただし、
任期満了による退任、当社または当社の子会社の就
業規則に規定する定年退職、会社都合による退職、
その他当社が特別に新株予約権を行使することを認
めた場合はこの限りでない。

3. 新株予約権者は次の各号のいずれかに該当した場
合、新株予約権を行使することができないものとす
る。

(イ)新株予約権者が、当社または当社の子会社の就業
規則により懲戒解雇または諭旨解雇の処分を受け
た場合

(ロ)新株予約権者が、当社または当社の関係会社と競
業関係にある会社の役員、従業員またはコンサル
タントに就き、かつ、当社の取締役会において、
当該新株予約権者に割り当てた新株予約権の行使
を認めない旨が決議された場合

(ハ)その他、新株予約権者に当社または当社の関係会
社に対する背信行為があったものと認められる場
合

(ニ)新株予約権者が、当社との間で締結する新株予約
権割当契約の規定に違反した場合

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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平成17年６月29日第59回定時株主総会決議 

  

 
  

第１四半期会計期間末現在 
(平成20年６月30日現在)

新株予約権の数(個) 3,151

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 315,100

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,828

新株予約権の行使期間 平成19年７月２日から平成22年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 1,828

資本組入額 914

新株予約権の行使の条件

1. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
2. 新株予約権者は、権利行使の時点においても当社ま
たは当社関係会社に在籍することを要する。ただ
し、任期満了による退任、当社または当社の関係会
社の就業規則に規定する定年退職、会社都合による
退職、その他当社が特別に新株予約権を行使するこ
とを認めた場合はこの限りでない。

3. 新株予約権者は次の各号のいずれかに該当した場
合、新株予約権を行使することができないものとす
る。

(イ)新株予約権者が、当社または当社の関係会社の就
業規則により懲戒解雇または諭旨解雇の処分を受
けた場合

(ロ)新株予約権者が、当社または当社の関係会社と競
業関係にある会社の役員、従業員またはコンサル
タントに就き、かつ、当社の取締役会において、
当該新株予約権者に割り当てた新株予約権の行使
を認めない旨が決議された場合

(ハ)その他、新株予約権者に当社または当社の関係会
社に対する背信行為があったものと認められる場
合

(ニ)新株予約権者が、当社との間で締結する新株予約
権割当契約の規定に違反した場合

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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2. 旧商法に基づき発行している新株予約権付社債は、次のとおりです。 

平成16年２月16日取締役会決議 2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 

  

 
  

  

第１四半期会計期間末現在 
(平成20年６月30日現在)

新株予約権の数(個) 12,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 15,290,288

新株予約権の行使時の払込金額(円) 3,963.3

新株予約権の行使期間

平成16年３月19日から平成23年２月18日の営業終了時(行
使請求地時間)までとする。ただし、当社が当社の選択に
より本社債を繰上償還する場合には、償還日の東京にお
ける３営業日前の日の営業終了時(行使請求地時間)より
後、または、買入消却の場合は、当社が本社債を消却し
た時または当社の子会社が本社債を消却のため当社に交
付した時より後、または、当社が本社債につき期限の利
益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日より後は、
それぞれ、新株予約権を行使することはできないものと
する。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格および資本組入額(円)

発行価格 3,963.3

資本組入額 1,982  

新株予約権の行使の条件

1. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
2. 平成18年４月１日より前の期間においては、以下①
および②の各期間を除き、新株予約権を行使すること
ができない。
① 当社が、新株予約権付社債の所持人に対し、新株
予約権付社債の要項に従い当社の選択による社債
の繰上償還に係る通知を行った場合には、当該通
知日から、償還日の東京における３営業日前の日
の営業終了時(行使請求地時間)までの期間

② 当社が存続会社とならない合併、当社の資産の全
部もしくは実質上全部の譲渡、当社の会社分割
(新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割に
より設立する会社または分割により営業を承継す
る会社に承継される場合に限る。)または当社が
他の会社の完全子会社となる株式交換もしくは株
式移転が行われる場合には、その効力発生の日の
30日前の日(ただし、かかる合併等の承認のため
の株主総会における議決権行使につき基準日が設
けられた場合には、当該基準日の30日前の日)か
ら、当該効力発生の日の東京における３営業日前
の日の営業終了時(行使請求地時間)までの期間

新株予約権の譲渡に関する事項 該当なし。

新株予約権付社債の残高(百万円) 60,600

代用払込みに関する事項

旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号により、本
新株予約権を行使したときは、かかる行使をした者から
当該本新株予約権に係る本社債の全額の償還に代えて当
該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額
の払込がなされたものとする旨の請求があったものとみ
なす。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

13



該当事項はありません。 

  

  

 
  

当第１四半期会計期間において、大量保有報告書(変更報告書)により、次のとおり当社の株式を所有し

ている旨の報告を受けていますが、当社として当第１四半期会計期間末現在における実質的な所有株式数

の確認ができていません。なお、次の所有株式数および所有割合のうち上段の数値は、その大量保有報告

書(変更報告書)に記載されたものであり、保有潜在株式数を含んでいますが、下段(  )内の数値は、保

有潜在株式数を控除した後の所有株式数および各報告義務発生日現在における発行済株式総数に係る所有

割合を表したものです。 

  

 
  

(3) 【ライツプランの内容】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金
増減額 
(百万円)

資本金
残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成20年４月１日～ 
平成20年６月30日

― 210,063 ― 69,823 ― 102,053

(5) 【大株主の状況】

氏名又は名称 種別 提出日
報告義務
発生日

所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

野村證券株式会社ほか３社 変更報告書
平成20年 平成20年 8,629 4.06

4月22日 4月15日 (6,005) (2.85)
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当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在の株主名簿により記載しています。 

(平成20年３月31日現在) 

 
(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」欄および「単元未満株式」欄の株式数には、株式会社証券保管振替機構名義の

株式が、それぞれ12,200株および20株含まれています。なお、議決権の数には、同名義に係る議決権122個

が含まれていません。 

2. 「単元未満株式」欄の株式数には、自己保有株式44株および東北パイオニア株式会社ほか２名義所有の相互

保有株式144株が含まれています。 

  

(平成20年３月31日現在) 

 
  

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部のものです。 

  

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
5,012,900 ― ―

普通株式
(相互保有株式)

33,800 ― ―
普通株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 204,825,800 2,048,136 ―

単元未満株式 普通株式 191,336 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 210,063,836 ― ―

総株主の議決権 ― 2,048,136 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式)

パイオニア株式会社 東京都目黒区 
目黒１丁目４番１号

5,012,900 ― 5,012,900 2.38

(相互保有株式)

東北パイオニア株式会社
ほか２名義

山形県天童市大字
久野本字日光1105番地

33,800 ― 33,800 0.01

計 ― 5,046,700 ― 5,046,700 2.40

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月

最高(円) 1,042 1,102 925

最低(円)   895  862 838
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、この四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおり

です。 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

３【役員の状況】

(1) 新任役員

(2) 退任役員

(3) 役職の異動

新役名および職名 旧役名および職名 氏名 異動年月日

常務取締役

技術開発本部長兼 
開発センター所長・
ＮＭＰ事業開発室 
担当

常務取締役
技術開発本部長兼
開発センター所長

こしょうぶ まさのり
平成20年７月１日

小勝負 雅典
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)附則第４条の規定により、米国におい

て一般に認められた会計基準による用語、様式及び作成方法に準拠して作成しています。ただし、セグメ

ント情報については、四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しています。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月

１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受けております。 

  

第５ 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

2. 監査証明について
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(単位 百万円) 

 
「四半期連結財務諸表に対する注記」参照 

  

１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

当第１四半期連結会計期間末 

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

 現金及び現金同等物 79,384 81,180

 受取手形及び売掛金(純額) ※9 107,325 93,068

 製品 68,175 54,404

 原材料 32,804 27,946

 仕掛品 21,984 21,818

 短期繰延税金資産 19,540 20,254

 前払費用及びその他の流動資産 54,126 50,567

 流動資産合計 383,338 349,237

投資及び長期債権

 長期保有の売却可能有価証券 ※10 33,097 32,357

 関係会社に対する投資及び貸付金 1,923 2,226

 その他の投資及び長期債権(純額) ※9 1,893 1,814

 投資及び長期債権合計 36,913 36,397

有形固定資産

 有形固定資産 366,188 357,733

 減価償却累計額 △241,832 △ 234,981

 有形固定資産合計 124,356 122,752

その他の資産

 のれん 1,824 1,824

 その他の無形固定資産 15,105 15,914

 長期繰延税金資産 40,481 39,915

 その他の資産 11,203 10,077

 その他の資産合計 68,613 67,730

 資産合計 613,220 576,116
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(単位 百万円)

 
「四半期連結財務諸表に対する注記」参照 

  

当第１四半期連結会計期間末 

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

 短期借入金 ※11 48,000 14,812

 1年以内返済予定の長期債務 ※11 13,269 13,672

 買掛金 101,849 86,195

 未払法人税等 4,487 5,601

 未払人件費 12,562 16,346

 未払特許料 13,019 14,002

 その他の未払費用 37,268 39,418

 製品保証引当金 5,582 5,265

 その他の流動負債 19,698 26,696

 流動負債合計 255,734 222,007

固定負債

 長期債務 ※11 71,227 72,041

 未払年金費用及び退職給付引当金 29,923 30,319

 長期繰延税金負債 268 281

 その他の固定負債 3,545 2,711

 固定負債合計 104,963 105,352

 負債合計 360,697 327,359

偶発債務 ※15

少数株主持分 1,455 1,362

資本の部

資本金 69,824 69,824

資本剰余金 103,578 103,578

利益剰余金 137,551 145,295

その他の包括損失累計額 △ 48,761 △ 60,178

自己株式 △ 11,124 △ 11,124

資本合計 251,068 247,395

負債、少数株主持分及び資本合計 613,220 576,116
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(単位 百万円) 

 
  

「四半期連結財務諸表に対する注記」参照 

  

  

(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日  

 至 平成20年６月30日)

収益

 売上高 160,907

 特許料収入 59

  営業収入合計 160,966

 受取利息 1,035

 その他 ※12 1,249

  収益合計 163,250

売上原価及び費用

 売上原価 ※12 129,019

 販売費及び一般管理費 ※12 38,166

 支払利息 415

 その他 ※12 1,326

  売上原価及び費用合計 168,926

税引前四半期損失 △5,676

法人税等

 当期税額 1,660

 法人税等調整額 299

  法人税等合計 1,959

少数株主損益及び持分法による投資損益前損失 △7,635

少数株主損益 △48

持分法による投資損益 △61

四半期純損失 △7,744
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(単位 百万円) 

 
  

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日  

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 四半期純損失 △7,744

 営業活動によるキャッシュ(純額)への調整

   減価償却費及び償却費 6,930

  少数株主損益 48

  持分法による投資損益(受取配当金控除後) 74

  法人税等調整額 299

  退職・年金費用(支払額控除後) △534

  固定資産の除却及び売却損益 △322

  長期性資産の減損 859

  売却可能有価証券及びその他の投資の売却損益 △67

  受取手形及び売掛金の増加額 △10,618

  棚卸資産の増加額 △14,123

  前払費用及びその他の流動資産の増加額 △3,072

  買掛金の増加額 13,386

  未払法人税等の減少額 △1,630

  未払人件費及びその他の未払費用の減少額 △8,434

  その他 △3,512

 営業活動によるキャッシュ・フロー △28,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

 固定資産の取得による支出 △8,890

 その他の資産の取得による支出 △291

 固定資産の売却による手取金 768

 その他の投資の売却による手取金 69

 売却可能有価証券の売却による手取金 2

 関係会社株式の売却による手取金 68

 貸付金の純増加額 △23

 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

 リース債務の返済による支出 △156

 長期債務の返済による支出 △1,005

 短期借入金の純増加額 32,298

 自己株式の取得による支出 △1

 自己株式の処分による手取金 1

 配当金の支払額 △513

 財務活動によるキャッシュ・フロー 30,624

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,337

現金及び現金同等物の純減少額 △1,796

現金及び現金同等物の期首残高 81,180

現金及び現金同等物の四半期末残高 79,384
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当社の四半期連結財務諸表は、米国預託証券の発行等に関して要請されている米国における企業会計処

理の原則および手続ならびに用語、様式および作成方法(会計調査公報、会計原則審議会意見書、財務会

計基準審議会基準書等)に基づいて作成されています。ただし、セグメント情報は、「四半期連結財務諸

表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成し、米国財務会計

基準審議会(以下「ＦＡＳＢ」)基準書(以下、「基準書」)第131号「企業のセグメントおよび関連情報に

関する開示」に基づくセグメント別財務報告は作成していません。 

 また、米国会計基準において要求されている開示のうち一部については注記を省略しています。そのう

ち主なものは、基準書第157号「公正価値の測定」で要求されている注記、退職給付費用の内訳、および

税引前損失と法人税等との関係に係る注記等です。 

 当社がこの四半期連結財務諸表作成のために採用した会計処理の原則および手続ならびに表示方法のう

ち、わが国における一般的な会計処理の原則および手続ならびに表示方法と異なるもので、重要性のある

ものは次のとおりです。なお、各項目において表示されている影響額は、少数株主損益、持分法による投

資損益および税効果調整前の差異の総額であり、四半期純利益(損失)に対する影響額ではありません。 

連結貸借対照表上、少数株主持分は負債の部と資本の部の中間に独立項目として表示しています。 

法人所得に対する税金については、基準書第109号「法人所得税の会計処理」および基準書第109号の

解釈指針第48号「法人税の不確実性に関する会計処理」に準拠して会計処理しています。 

剰余金の配当は、当該連結会計年度に対応する事業年度に係る配当を計上する方法(繰上方式)を採用

しています。 

主なリース取引については、その契約内容が基準書第13号「リースの会計処理」が規定するキャピタ

ル・リースに該当する場合、同基準書に準拠して会計処理しています。 

一部の有価証券売却益は、米国会計慣行に従い収益として認識していません。当該会計処理による当

第１四半期連結累計期間における影響はありません。 

役員・従業員に対する生命保険掛金については、米国会計慣行に従い、解約返戻金相当額で連結貸借

対照表に計上されています。 

従業員の退職給付および年金制度については、基準書第87号「雇用主の年金会計」、基準書第88号

「給付建て年金制度の清算と縮小、退職給付に関する雇用主の会計処理」および基準書第158号「確定

給付型年金制度および、その他の退職後給付制度に関する雇用主の会計処理－基準書第87号、第88号、

第106号、第132号(改)の改訂」を適用しています。当該会計処理による当第１四半期連結累計期間にお

ける影響額は527百万円(益)です。 

基準書第130号「包括利益の報告」を適用しています。当基準書は四半期連結財務諸表における開示

四半期連結財務諸表に対する注記

1. 四半期連結財務諸表の用語、様式および作成方法について

(1) 少数株主持分

(2) 法人税等

(3) 剰余金の配当

(4) リース取引の会計処理

(5) 売却可能有価証券の評価

(6) 生命保険掛金の評価方法

(7) 退職年金

(8) 包括利益
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情報の追加を要求していますが、財政状態または経営成績に影響を与えるものではありません。 

役員および従業員に付与されたストック・オプションについては、基準書第123号(平成16年改訂版)

「株式に基づく報酬制度の会計処理」に従い、オプションの公正価値に基づいて費用計上しています。

当該会計処理による当第１四半期連結累計期間における影響はありません。 

  

当社グループは、当連結会計年度より基準書第157号「公正価値の測定」を適用しています。適用に

よる当社グループの財政状態および経営成績への重要な影響はありません。 

  

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(9) ストック・オプション

2. 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

 該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

4. 簡便な会計処理

5. 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理

6. 会社等の財政または経営の状態等に関する事項で、当該企業集団の財政状態および経営成績の 

 判断に影響を与えると認められる重要なもの

7. 追加情報
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当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの補足情報は次のとおりです。 

  

 
  

平成20年６月30日現在および平成20年３月31日現在における資産の金額から直接控除している貸倒引当

金の金額は次のとおりです。 

  

 

平成20年６月30日現在および平成20年３月31日現在における売却可能有価証券の取得価額、公正価値お

よび未実現損益は次のとおりです。 

 
  

平成20年６月30日現在および平成20年３月31日現在においてそれぞれ帳簿価額5,905百万円および7,192

百万円の土地および建物を、長期借入金の担保に供しています。 

短期および長期の銀行借入金についてはわが国の商慣習に基づき銀行と契約を結んでいます。この契約

は一定の条件において銀行の要求がある場合、担保(または追加担保)を差入れるか保証人を設定すること

を取り決めており、また差入れられた担保は当該銀行に対する全ての債務の担保となし得ることを取り決

めています。当社グループはいずれの借入先の銀行に対しても両建預金を保有していません。 

  

8. キャッシュ・フロー補足情報

(単位 百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

利息 563

法人税等 4,534

9. 貸倒引当金

(単位 百万円)

直接控除した資産科目
当第1四半期連結会計期間末
平成20年６月30日現在

前連結会計年度末
平成20年３月31日現在

受取手形及び売掛金 2,423 2,381

その他の投資及び長期債権 109 109

10. 売却可能有価証券

(単位 百万円)

当第1四半期連結会計期間末
平成20年６月30日現在

前連結会計年度末
平成20年３月31日現在

売却可能有価証券 取得価額 公正価値 未実現損益 取得価額 公正価値 未実現損益

長期保有の市場性ある株式 26,456 33,018 6,562 26,550 32,279 5,729

長期保有の負債証券 75 79 4 77 78 1

    計 26,531 33,097 6,566 26,627 32,357 5,730

11. 担保に供されている資産
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当第１四半期連結累計期間の研究開発費および広告宣伝費の計上額は次のとおりです。 

 
  

当第１四半期連結累計期間の収益に含まれるその他の内訳は次のとおりです。 

 
  

当第１四半期連結累計期間の売上原価及び費用に含まれるその他の内訳は次のとおりです。 

 
  

  

当社グループは海外においても営業活動を行っており、外国為替相場および金利変動に伴うリスクの

影響を受けます。当社グループはこのようなリスクを回避するために次のようなデリバティブを利用し

ています。当社グループはトレーディング目的のデリバティブ取引は行っていません。 

当社グループは特定の売買契約や未締結ながら契約予定の外貨建取引をヘッジする目的で、外国為替

先物予約および通貨オプション契約を締結しています。売建てオプション契約は必ず買建てオプション

契約とともに契約しています。 

当社グループのデリバティブ取引には取引相手の契約不履行という信用リスクが存在します。当社グ

ループは、取引相手を大手金融機関に限定し、かつ特定の取引相手への集中を避け、さらに信用度の評

価を頻繁に行うことにより、信用リスクを許容可能な範囲に留めています。当社グループが、金融機関

の破綻により損失を被ることはないと考えています。 

  

12. 研究開発費・広告宣伝費およびその他収益・費用

(単位 百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日)

売上原価および費用に計上された研究開発費 13,794

発生時に費用計上された広告宣伝費 2,375

(単位 百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日)

固定資産売却益 538

売却可能有価証券およびその他の投資の売却益 67

受取配当金 298

為替差益 223

その他 123

 計 1,249

(単位 百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

固定資産除売却損 216

長期性資産の減損 859

その他 251

 計 1,326

13. デリバティブ取引関係
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(単位 百万円) 

 
  

当第１四半期連結会計期間末および前連結会計年度末の１株当たり純資産、当第１四半期連結累計期間

の基本的および希薄化後１株当たり四半期純損失は次のとおりです。 

  

 
(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

  

 
  

  

 
(注) １株当たり四半期純損失および希薄化後１株当たり四半期純損失の算定上の基礎 

  

 
  

平成20年６月30日現在のデリバティブ取引の契約額等、公正価値および評価損は次のとおりです。

種類 契約額等 公正価値 評価損

為替予約取引 24,440 24,731 △291

通貨オプション取引 10,388 △366 △366

通貨スワップ取引 45,945 △451 △451

計 81,064 ― △1,108

14. １株当たり情報

1. １株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日現在)

1,224.62円 1,206.71円

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日現在)

純資産の部の合計額(百万円) 251,068 247,395

普通株式に係る純資産額(百万円) 251,068 247,395

差額の主な内訳(百万円)

 新株予約権 ― ―

 少数株主持分 ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) 210,064 210,064

普通株式の自己株式数(千株) 5,047 5,047

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

205,017 205,017

2. １株当たり四半期純損失および希薄化後１株当たり四半期純損失金額

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失 △37.77円

希薄化後１株当たり四半期純損失 △37.77円

項目
当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

四半期純損失金額(百万円) △7,744

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純損失金額(百万円) △7,744

普通株式の期中平均株式数(千株) 205,017

希薄化効果を有しないため、希薄化後１株当たり
四半期純損失の算定に含まれなかった潜在株式に
ついて前連結会計年度末から重要な変動がある場
合の概要

―
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該当事項はありません。 

  

当社は取締役、執行役員および従業員の一部に対するインセンティブとしてストック・オプションプラ

ンを有しています。 

当社は平成16年６月29日および平成17年６月29日開催の定時株主総会における決議に基づき、当社およ

び当社子会社の取締役、執行役員および従業員の一部に対して新株予約権を付与しました。これらのスト

ック・オプションは付与日から２年後に行使可能となり、行使可能期間は３年間となっています。当社は

ストック・オプションの公正価値を当該報酬の一部として処理しています。 

当社のストック・オプションプランの概要は次のとおりです。 

 
  

当第１四半期連結累計期間において、販売費及び一般管理費に計上したストック・オプションによる報

酬はありません。当社のストック・オプションプランの詳細については「第４ 提出会社の状況」の

「１ 株式等の状況」の「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 

  

15. 偶発債務

16. 株式に基づく報酬制度

(単位 円)

 
実施年度

 
プラン 行使可能期間

加重平均
行使価格

付与日における 
加重平均株価

株式数
(千株)

平成15年度 ストック・オプション 平成17年７月１日～平成20年６月30日 2,951 2,845 313

平成16年度 ストック・オプション 平成18年７月３日～平成21年６月30日 2,944 2,660 316

平成17年度 ストック・オプション 平成19年７月２日～平成22年６月30日 1,828 1,658 315
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当第１四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報は次のとおりです。 

  

 
  
(注) 1. 営業利益(△損失)は、営業収入から売上原価および販売費及び一般管理費を控除した金額です。 

2. 従来は、「特許関連事業」を独立セグメントとして区分していましたが、当該事業の連結業績に対する重要

性が低下したことにより、当四半期から「その他事業」セグメントに含めています。 

3. 各セグメントにおける主要な製品は次のとおりです。 

「カーエレクトロニクス事業」 

カーナビゲーションシステム、カーステレオ、カーＡＶシステム、カースピーカー 

「ホームエレクトロニクス事業」 

プラズマディスプレイ、ＤＶＤレコーダー、ＤＶＤプレーヤー、ＤＶＤドライブ、ブルーレイディスクプレ

ーヤー、ブルーレイディスクドライブ、オーディオシステム、オーディオコンポーネント、ＤＪ機器、ＣＡ

ＴＶ関連機器 

「その他事業」 

有機ＥＬディスプレイ、ＦＡ機器、スピーカーユニット、電子部品、電話機、ＡＶアクセサリー、業務用Ａ

Ｖシステム、光ディスク関連特許の使用許諾 

4. 当第１四半期連結累計期間の消去又は全社の項目に含まれる配賦不能営業費用の金額は149百万円です。 

  

17. セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)    (単位 百万円)

カーエレク 
トロニクス

ホーム
エレクトロ 
ニクス

その他 計
消去又は 
全社

連結

営業収入

(1) 外部顧客に対するもの 88,095 57,343 15,528 160,966 ― 160,966

(2) セグメント間の 
  内部取引

469 113 8,470 9,052 (9,052) ―

計 88,564 57,456 23,998 170,018 (9,052) 160,966

営業費用 86,860 64,850 24,262 175,972 (8,787) 167,185

営業利益(△損失) 1,704 △7,394 △264 △5,954 (△265) △6,219
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当第１四半期連結累計期間の所在地別セグメント情報は次のとおりです。 

  

 
  
(注) 1. 所在地セグメント情報は、当社および連結子会社の所在地に基づいて表示しています。 

2. 営業利益(△損失)は、営業収入から売上原価および販売費及び一般管理費を控除した金額です。 

3. 地域区分の決定に当たっては、地理的近接度、販売市場の類似性を考慮し、日本、北米、欧州、その他の地

域の４区分としています。 

4. 日本以外の区分に属する主な国または地域は次のとおりです。 

 
5. 当第１四半期連結累計期間の消去又は全社の項目に含まれる配賦不能営業費用の金額は149百万円です。 

  

当第１四半期連結累計期間の海外営業収入は次のとおりです。 

  

 
(注) 1. 海外営業収入は、外部顧客の所在地に基づいて表示しています。 

2. 地域区分の決定に当たっては、地理的近接度、販売市場の類似性を考慮し、北米、欧州、その他の地域の３

区分としています。 

3. 各区分に属する主な国または地域は次のとおりです。 

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

2. 所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) (単位 百万円)

日本 北米 欧州
その他の
地域

計
消去又は 
全社

連結

営業収入

(1) 外部顧客に対するもの 67,126 30,715 28,724 34,401 160,966 ― 160,966

(2) セグメント間の 
  内部取引

68,114 1,140 89 51,937 121,280 (121,280) ―

計 135,240 31,855 28,813 86,338 282,246 (121,280) 160,966

営業費用 141,486 32,029 31,410 83,201 288,126 (120,941) 167,185

営業利益(△損失) △6,246 △174 △2,597 3,137 △5,880 (339) △6,219

(1) 北米………………………米国、カナダ

(2) 欧州………………………フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、スペイン、ベルギー

(3) その他の地域……………アジア、オセアニア、中南米

3. 海外営業収入

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)
(単位 百万円)

北米 欧州 その他の地域 計

(1) 海外営業収入 30,772 28,733 49,572 109,077

(2) 連結営業収入 160,966

(3) 連結営業収入に占める 
  海外営業収入の割合(％)

19.1 17.9 30.8 67.8

(1) 北米………………………米国、カナダ

(2) 欧州………………………フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、スペイン、ベルギー

(3) その他の地域……………アジア、オセアニア、中南米

18. 重要な後発事象

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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パ イ オ ニ ア 株 式 会 社 

   
  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

パイオニア株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結

累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四

半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビ

ューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、米国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準（四半期連結財務諸表注記１参照）に準拠して、パイオニア株式会社及び

連結子会社の平成２０年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。ただし、四半期連結財務諸表注記１に記載のとおり、セグメント情報については、

米国財務会計基準審議会基準書第１３１号にかえて、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関

する規則」（平成１９年内閣府令第６４号）第１５条に準拠して作成されている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

  

  
  
 

独立監査人の四半期レビュー報告書
    

平成２０年８月５日

  取  締  役  会   御中

監査法人 ト ー マ ツ

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 松  宮  俊  彦  

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 廣  川  英  資  

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 原  田  誠  司  

(注) 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しています。
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